
様式３ 

企画提案審査方式による選定結果一覧表 

公 表 項 目 内      容 

１ 契約名 富士五湖自然首都圏フォーラム事務局運営支援業務委託 

２ 審査年月日 令和６年６月１７日 

 

３ 評価基準、配点及び評価 

（業者） 

株式会社ＡＤＤＩＸ 

（業者） 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

（評価基準） 

類似事業の経験や専門知識等 

（配点：４５） 

３６ ３０ 

（評価基準） 

実施体制・法令遵守・個人情報保護体制 

（配点：１５） 

１２ １２ 

（評価基準） 

本事業の目的に対する基本的な考え方・ 

スケジュール 

（配点：１５） 

１０  ９ 

（評価基準） 

 参画希望企業等の募集及び問い合わせ

対応 

（配点：１５） 

１２  ８ 

（評価基準） 

 Web サイト構築及びニュース記事作成

（配点：６０） 

４８ ４０ 

（評価基準） 

 参画企業・組織との連絡・調整 

（配点：６０） 

４０ ３６ 

（評価基準） 

 PR手法 

（配点：３０） 

２０ ２０ 

（評価基準） 

 その他自由提案 

（配点：４５） 

３３ ３０ 

（評価基準） 

 見積金額 

（配点：１５） 

１５ １５ 

４ 総合評価の審査結果 ２２６ ２００ 

５ 契約の方法 企画提案審査随意契約 

６ 落札者(契約者)の名称 株式会社ＡＤＤＩＸ 

７ 契約締結年月日 令和６年７月１日 

８ 契約金額(税込) １０，３０７，０００円 



９ 随意契約の理由及び根拠法令 

本業務は、「富士五湖自然首都圏フォーラム」の具

体的な進展に向け、更なる参画団体の募集や参画団体

が実施する取り組みの企画、その企画の実施から広報

の支援などを実施するものであり、参画団体のリソー

スを適切に評価することや幅広い注目を集めるため

の広報戦略を着想することに加え、適切にプロジェク

トを進行させるなど高度な専門的知識が要求される。 

また、企画力や広報戦略構築力、類似事業の実績も

含めて、事業者に企画提案してもらい、その事業者の

組織力、先進的なアイデア、業務に対する姿勢や業務

遂行体制等も含めて評価する必要がある。  

このため、企画提案に基づき、優れた成果が期待でき

る委託事業者を選定する「企画提案審査方式」を採用す

ることにより、募集した企画内容を評価し、事業内容と

して優秀で、県にとって有利な提案をした事業者を契約

の相手方に決定する。 

（根拠法令）地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

２号 

10 所属名 知事政策局富士五湖自然首都圏推進グループ 

 


